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１ 開会 

２ 挨拶 

３ 座長の選出 

４ 議事 

（１）「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第１～３章の検討 

５ 平沢官衙遺跡歴史ひろば現地視察 

６ 閉会 

 

 

 



 

 ＜会議内容＞ 

開会 

自己紹介 

 

（１）第１章について 

（事務局：資料に基づき第１章を説明。） 

座長代理：第４節の２の他の計画との関係のところで、各計画同士の相関図はあ

るんですけれど、それぞれの計画の中でもし紙面が許せばもう少し図がある

と分かり易くなると思います。計画が沢山あるので、市の中で平沢官衙遺跡

がどのように位置付けられているかが分かるような図が、全ての計画で無く

ても、とくに遺跡が重視されている計画があれば入れていくと分かり易いか

なと思います。 

事務局：分かりました。他の計画の図なども引用してみます。 

 

（２）第２章について 

（事務局：資料に基づき第２章を説明。） 

座員：事実確認として、28・29 頁で、地番が 381 と 382 になっていますが、文

章と合わないのではないでしょうか。 

事務局：確認します。 

座員：内容の表現のところでいくつか。まず、８頁のつくば市の地形の図は郡家

の立地を考える上で非常に大事ですので、平沢官衙遺跡の位置が落ちている

と良いです。 

事務局：抜けていましたので落とします。 

座員：次に、本文と図の対応がやや不案内な部分が見られ、12 頁のａ・ｂ・ｃ・

ｄに分けていてそれが後ろのａ・ｂ・ｃ・ｄに対応するのは分かるのですが、

14 頁の図を探さないとどこにあるかが分からないですし、同じく 13 頁の中



 

にも遺跡名が入っているところもありますから、図版でそれぞれ関連すると

ころを指示しておくべきでしょう。 

事務局：そういたします。 

座員：もう一つ、各調査区に関しての調査位置図は探すと後の方の 26 頁で出て

くるのですが、どの時期にどこを掘ったのか何次調査しか書いていないので

年次を挙げていただくのと、報告書等が出ているのならばその文献を入れて

おくのが調査成果の報告として重要です。同じく 21 頁のところが地形図と遺

構図が重なっていて多分線を辿っていけばどこが調査範囲かということが分

かるのでしょうけど、単色をカラーに出来るなら一番良いのですが、調査範

囲を何らかの形で区別できる図を作成された方が分かりやすいと思います。

下の図と見比べれば分かるのでしょうけど、南東の遺構（59 号建物跡）は見

つけにくいので。 

  それと、26 頁の図で、史跡指定の範囲とそれから東側の曲線で実線が引い

てありますが、これはどういう違いを表しているのでしょうか。 

事務局：これは国指定の範囲と通常の埋蔵文化財包蔵地の範囲を示しています。

名称は別にしていないのですけれども、実線が包蔵地、破線が史跡のつもり

ですが､もう少し工夫してみます。 

座員：分かりました。同じ話が 14 頁の図で、こちらは逆に実線と実線が重なっ

ていて概念としてａ・ｂ・ｃ・ｄのエリアを示していることは非常に良く分

かるのですけれども、敢えて実線で範囲を囲ってしまうよりは一方を破線に

変えて引いた方が、行政的にきちんと引いた線ではないので親切だと思いま

す。 

事務局：この図も含めまして、先ほどのカラー化は量次第の面はありますが、

図などに出来るだけ取り入れて分かりやすくしたいと存じます。 

座長代理：つくば市全体の記述と平沢官衙遺跡そのものの発掘調査の記述が行っ

たり来たりする構成になっていますが、こういうものなのでしょうか。こう



 

いうものならそれで良いのですが少し分かりにくいので。特に最後の社会調

査とかは、つくば市の紹介みたいになっていますから要らないのではないか

と。 

座員：ここは文化庁の意図を汲み取ると、文化財以外のことも盛り込んでほしい

のではないでしょうか。市の概要や観光などを盛り込んでいるのは、そうい

う意図ではないのかと推測しますが。 

事務局：初めて作る保存活用計画ではなくて、一度復元整備をした史跡の再整

備はあまり聞いたことが無く先行事例も知らないので、どこまで文化庁の指

針を取り入れるかは苦慮するところで、取り敢えずほぼ全てをだぁーっと書

き込んでいるというのが現状です。 

県職員：他の保存活用計画の委員会で毎回話が出ることですが、当該史跡に関

する時代の説明は少し厚めに表現した方が良いという意見があります。歴史

的調査成果の９頁からほぼ同じ割合で時代毎に均等に述べられており、その

まとめが12頁からの平沢官衙遺跡を厚く書くという流れになっていますが、

例えばこの 10 頁の古代の部分に主に平沢官衙・金田官衙の説明がありまし

て、ここに、つくば市には同時代の遺跡が多数あると思いますので、奈良・

平安時代の集落の位置図のようなものを入れると、この保存活用計画での平

沢官衙遺跡の位置付けが高まると思いました。12 頁以降に平沢官衙遺跡周辺

の歴史的概要が書かれているのですが、ここは近辺の遺跡の時代は関係なく

網羅しているような状況ですので、どこか一つでクローズアップされてもよ

ろしいのかなと感じました。 

  もう一つ、国有地の問題を将来的にはどうするのか。保存活用計画をつく

り、そのあと整備基本計画、再整備計画で話が進んでいると思いますが。前

回整備の時の所管は現在の財務省ではなく大蔵省で、その許可を得て整備し

たのと思うのですが、今後、この４カ所 130 ㎡の土地の扱いをどのように考

えているのかなということも、28 頁の４の指定地の状況のところで国有地が



 

残っている図もあり、それについての方針に触れた方が良いと思います。 

事務局：文化財保護法で規定された自治体の保存活用計画の認定をもらうには

この国有地の問題を解決しないと出来ないということだったと思うのです

が、計画の認定が整備する上での要件そのものではないです。そのため、位

置付けをしておいて将来的には恐らく購入するのが一番簡単な解決方法だ

と思うので、この計画ではその辺りを触れるのかなと考えます。 

県職員：分かりました。 

 

（３）第３章について 

（事務局：資料に基づき第３章を説明。） 

県職員：本質的価値を有する要素については、最近の県内で作成された計画の

傾向はほとんどが一覧表で処理している状況です。追加資料にある例は少し

分かりづらいので、最近できました国史跡の資料をお送りするので参考にし

てください。どこまで入れるのか、入らない要素は何か、説明板とか駐車場

とか色々あると思うのですが、基本は史跡の中にあるもので当時の本質的価

値とは少し離れている便益施設みたいなものを入れているケースが多いの

で、そちらを後でお知らせしたいなと思います。 

  また、田中座員の資料にありました中台廃寺等を価値に入れるということ

になると、現時点では史跡範囲外であり、この計画に書くのは史跡の中での

本質的な価値という扱いになりますので、書くならば周辺遺跡としての価値

を別枠で記載するのが良いのかなと思います。これも同じような参考事例が

あればお伝えします。 

事務局：斉藤先生のお話では基本的には一番の本質的価値は史跡の範囲の中に

限った価値ということですね。それで、例えば中台廃寺ですとか平沢古墳群

ですとか、平沢官衙遺跡の調査だけでは分からないのだけれども、他の事例

と合わせていくとこういうことが見えてくるかもしれないという、そういう



 

価値というのは。 

県職員：分かりやすく言うと、例に示された資料の 112 頁にあるように史跡の

本質的価値と密接的に関わる要素という表現で扱われているのですが、現在

の史跡の中の物では無いのでそこと密接的に関わっていますよという表記

になっていると思います。史跡を構成する要素という指針ですので、現時点

での平沢官衙遺跡の史跡としての中の構成要素という風になると隣接地で

はあるが中台廃寺等は入らないのかと。 

事務局：今の隣接地重視の話と関連して、平沢官衙遺跡は筑波郡役所の正倉域

しか見つかっていなくて他の郡庁域や厨域が発見されていないため、本当に

郡役所の本体なのか別院なのかという問題もありますので、その辺を明確に

させるためにも隣接地の取り扱いを含めていきたいなとは考えています。 

事務局：郡庁が見つかれば国指定に追加でしょうね。金田官衙遺跡の場合は近

くに九重東岡廃寺というやはり郡寺というような関連する寺院跡が近くに

ありまして、それが金田官衙遺跡として指定に含まれています。ですから同

じように中台廃寺を考えるかどうかということと関係しているかと思いま

す。 

座員：行政的に位置付けされていないからというのが先ほどからの流れで、価値

付けというところで、関連する遺跡として価値を相乗的に高めていることは

間違いないとは思うので、史跡などの本質的価値に盛り込むのかそれとも別

項目を立てるのかという話ですよね。価値としては存在するのは間違いない

でしょうし、いわゆる郡寺として埋蔵文化財、正倉域、あるいは古墳群とか

と一連と考えて、全体的な価値として書かざるを得ないのでは。 

事務局：地権者さんの意見を聞かずに、ここでいきなり指定にしますとも書き

にくい状況もあり、密接に関連したものとして捉えておいて、将来的な指定

などを含めて検討していくということまで踏み込んで書くかはともかく、現

状では切り離しておきたいと思ってはいます。 



 

座員：そうすると１から４まではまとめて５・６を別項で立てるのではなく、１

から４だけを取り上げるということでしょうか。 

事務局：そうですね。 

座員：因みに５以降の新たな価値というものは指定時に既に把握されていた事項

ですか。それによって新たな価値評価というところになってくるかと思うのです

が。例えば平沢古墳群の系譜などは、指定時に既に価値として取り上げられてい

るのでしょうか。 

事務局：平沢３号墳の調査は指定後に行われたものでそこで火葬骨壺が出てき

たということもありますが、前の整備計画の中でも既に平沢古墳群と至近距

離に郡衙があるというのは価値の判断には影響しています。 

座員：文化庁の書きぶりの問題で、“指定当時から”という要件を盛りこむかど

うかの判断だと考えます。それによって先ほどの書きぶりが後ろの新たな価

値評価という項目に盛り込んでも、何ら指定時には把握していなかったとい

う書き方があるかと思います。整備時に分かっていたかどうかというのは別

問題で、指定時に分かっていたかどうかという点では書けると思うし、やは

り書かない訳にはいかない。この本質的価値のところに書かないとすると、

第２節に入れるのか、第３節まで落とし込むと細かくなりすぎるかもしれま

せんが、かなり重要なことなのでなるべく大きく見える位置に持ってきた方

が良いと思います。 

事務局：工夫します。 

県職員：31 頁の新たな価値評価の視点で事務局の方から再整備を行った成果と

いうものを載せたという話だったのですが、基本的には最初に指定された

後、全く調査をしていないという所は無くて、例えば保存活用計画を新しく

作りますという時には大体の市町村が先に１年かけて測量から始め、その測

量成果を載せてこういうことが新たに分かったよということを入れる場合

があります。ただ、つくば市はこれを１年で作ってしまおうという話しにな



 

っていますので、そうなってくると周辺遺跡で発掘調査によってこの平沢官

衙と何か関係性が分かったものがあるのかと、そういう価値付けを先ず新た

な価値評価の一つに入れるという形がよろしいのかなと。それと先ほど海野

先生が言われたように古墳時代の系譜という話しを２番目辺りに入れて、最

後にこちらの復元建物によって得られた成果ということで載せる形が新た

な評価の明示という形では非常に分かりやすいと思います。 

座員：そうすると、田中委員の資料１で書かれている遺構との関連が凄く書き

やすくなってくるので、他の整理されている本質的な価値１に対して、どの

遺構が、というようなことが行政的にも説明がしやすい。 

事務局：前の復元整備計画の中でも、整備前の価値判断と整備計画の時に調査

成果を活かして見直した価値判断とがあり、加えて今回とがあると思うので

すけれど、文化庁が前の整備計画の時に１回判断していることを新たな価値

判断として考えるのか、本質的な価値というのはここにもちろん含まれてい

るということになるのですけれど、どちらになるのか。これは指定時を基準

にしてしまうと新たな方に入ってしまうのでは。 

県職員：今の話を聞くと、指定時の判断とその後に調査があって、それを踏ま

えての第１節の本質的価値が表記されるのかという風に思われます。それで

捉えている訳ですからそれを第１節としまして、それ以降のものに関しては

第２節というのが。 

事務局：整備計画以降ということですね。 

座員：むしろ２のところで既に分かっているならば、それこそ註を付けて前の

整備計画の段階でこの価値は追加で守られているということを付け加えて

おけばいいのでは。あくまで史跡指定として持っている本来の価値というと

ころとその後という整理をまずしましょう、というところが大事だと思うの

で、それをどうやって見せていくかというのがその次の視点になるのかと思

います。 



 

事務局：そうなると確認ですけれど、指定の昭和 58 年当時から、平成２年から

４年くらいで大々的に確認調査を行って、そこで分かった成果で復元整備計

画がまず作られていく。それは指定当時とは別に新しい価値に入れておいた

上で、この部分については復元整備計画の際に検討されているというような

位置付けになるのか。それとも復元整備計画、平成２年からの指定後に行わ

れた調査で分かったことは史跡の本質的価値の方に入れて、平成 13 年まで

の復元整備の中で価値判断をしたという註を入れていくのか。整備計画まで

を本質的な価値として、それ以降を新しく分かった価値とした方が書きやす

いことは書きやすいんですよね。 

座長代理：前の計画の復元があって、その中で曖昧で、どこまでが前であってと

いうのが分かりづらいので、その点をどこかに入れてもらえると。 

座員：多分冒頭だと思います。計画策定の中に入れて、少なくとも計画は既にあ

るということかと。 

事務局：整備基本計画では、本質的価値はどこだ、章として分けろという文化

庁のオーダーはその当時は特に無かったので、間に散りばめられて価値判断

があるという形かと思うんですけれども。そこで書かれている価値とそこに

ない価値を分けて整理していく作業を事務局でしていくということになり

ますかね。 

座長代理：修正したものをもう一回見て、直していくという形で良いのでは。 

事務局：そうですね、何回かやりとりさせていただきたいと思います。 

座長代理：今の新たな価値というのは、最後の活用の部分の現状みたいなところ

に入ってくるのかなと思っていて、活用みたいな内容を本質的価値のところ

に入れると混乱しないかなと。本質的価値というのは史跡としての価値で、

それを活用して良かったねというのとは別の話かと思うのですが。 

座員：添付資料 113 頁にある、史跡の価値と密接に関わる要素以外の要素とは、

おそらく別の部分が入ってくるので。 



 

座長代理：具体的なもの、事項について書くということですね。 

座員：整備などについてですね。ソフト面もあれば書き込んでもいいような気も

しますが。 

座長代理：ほかはどうでしょうか。 

座員：本質的価値の明示１の正倉域の話で、解釈含む研究の側から言うと、突然

高床倉庫という単語が出てくるのは、総柱建物だから高床倉庫ではなくて、

「倉庫である」というのは炭化米が出ているとか建物配置からわかる、とい

う説明とワンセットだと思います。これがここの平沢官衙遺跡においては、

総柱が並んで出てきているという建物配置の特徴から高床倉庫であろうとい

う説明が出てきていて、これが本質にすごく関わってくる話しで、ここはも

う少し丁寧に、要はいきなり「倉庫です、だから重要なんです」ではなくて、

まず総柱でそれが規則的並んでいる、さらに炭化米が出土していることによ

って倉庫と考えられる、だから平沢官衙遺跡は正倉域として大事である、そ

ういう理屈づけをもう少し丁寧に書くと価値が高まるのでは。 

   あともう一つ、前の報告書もそうなんですけれど、この遺跡は建物跡とい

うときに“建物跡の遺構”というのは少しどうかと思います。普通は“建物

の遺構”ですので。それは連綿と続いているようなので、ここで特段強く申

しませんが、説明する時に「跡も遺構だろう」となるので。 

事務局：“建物跡”とは書いていますけれど、その後に遺構と続けることは間違

いということで。 

座員：本質的価値の明示の６のところで、“寺院跡であった”と過去形になって

いるのはおかしいかと思います。もう一つ、前もあったんですけど、“登録

文化財”は“登録有形文化財”ですよね。 

事務局：日向廃寺跡という語句が出てくるのですが、こういう名称で登録して

しまったのでそのままになってしまいました。 

座員：ここに出てくるのは地域名ではなく、固有名詞ということですね。 



 

事務局：今後どういう整備をしていくかという時、地元としてどうしたいとか、

ちょっと不便になっているとか、色々なことで意見いただくことが出てくる

と思います。 

座長代理：意見も出尽くしてきたと思いますので、お気付きの点などがあれば、

この後の視察の時にでも話したり、随時事務局に言っていただくということ

で、これ以上ここで意見が無ければ終了とします。 

事務局：本質的価値の部分については意見が多く出たため、もう一回整理して

次回の委員会の前に送らせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

 

屋内会議閉会（午後３時 10 分終了） 

 

 











































































































 

会 議 録 
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３ 議事 

(1)「史跡平沢官衙遺跡保存活用計画」第３～８章の検討 

 



 

＜審議内容＞ 

（事務局：資料に基づき第１章から３章を説明。） 

座長：今御説明がありました第１章と２章につきまして、前回の意見がまだ反

映されていない部分、あるいはまたお気づきのあった部分について、御意見、

御質問をいただきたいと思います。如何でしょうか。 

私から１点よろしいですか。些細なことですけど、15 頁の平沢３号墳は私

が、つくば市と調査をしたのですけども、文章中に方墳と確認されたという

ふうにありまして、これでいいと思うのですが、図の復元が円墳になってい

るのですが。 

事務局：すいません。石橋からも指摘されていたのですが、差し替えが間に合

わなくて、測量調査時のものを入れてしまいましたので、調査後のものに差

し替えたいと思っています。 

座長：もし復元ができていないようであれば、復元のない図に差し替えていた

だければと思います。その他、如何でしょうか。調査官お願いします。 

文化庁調査官：今まで出ていなくて、私初めて原稿を拝見した関係で、蒸し返

すようなことを言ってしまうかもしれませんが、気になったことをお話した

いと思います。９頁からの歴史的調査のところですが、遺跡の名前がいくつ

か並んでいますが、その場所が分からないので、例えば番号を振るとか分か

るようにならないかと思いました。 

また、この歴史的調査の成果のところ、私は思いますに今の平沢官衙とい

う遺跡と、今の町とがどういうつながりがあって今に至るのかという、例え

ばこれを読んだ学校の先生とか、その活用の方にどれぐらい伝わるのかとい

うのが重要かと思っております。どう移っているかとか、あるいは関係がな

いのか関係があるのかという観点で書いていただく。また近世のところで 11

頁に、いろいろな何領って書いてあるのですが、この平沢は何領なのかなと

いうことが気になっています。 



 

それと頁が先行きまして 20 頁ですが、平沢官衙遺跡の発掘調査成果が書か

れているのですが、できれば調査時毎に説明するというよりは、今日配って

いただいた指定説明文のような観点で、全体のことを書いていただいた方が

分かると思うのです。これは多分ほとんど発掘調査報告書から引いていると

思うのですが、これは研究者の方にはこれでいいと思うのですが、一般の方

が見る本だという観点で、もうちょっと分かり易くといいますか、まとめて

書いていただきたいと思いました。以上です。 

座長：ありがとうございます事務局から何かありますか。 

事務局：最初の歴史の部分が、つくば市の歴史の概略として書いているような

形ですので、もう少し平沢官衙と関連する歴史にまとめて、そうなると、筑

波山麓の歴史として書くような形になるかと思うのですが。平沢官衙自体は

もう、見つかった段階では郡衙があったことも分からない状況だったのです

が、平沢官衙、筑波郡衙があそこにあったからこそ、その後、常陸平氏の本

拠地になったり、近世の交通の要衝としてとして在郷町として栄えたり、中

世の小田氏があそこに入ってきたのも、常陸平氏の多気氏を意識して、入っ

てきたというのもあるかと思いますので、そういった筑波山麓の歴史にもっ

と重点を置いて書き直すということで考えたいと思います。ということで、

大丈夫でしょうか。 

文化庁調査官：あともう一つ、すいません。今日配っていただいた指定説明文

は、それこそ指定された時のものなので、今の観点からすると、より研究が

進んで間違いというか、修正するべきところがあると思いますので、それは

この計画書の概要のところに書いていただきたいと思います。 

座長：調査官が仰ったことは私も実は気になっていまして。平沢のところが、

本質的価値の方にも、古代の末に拠点が移っていくということも書いている

ので、その辺り、アピールじゃないかもしれないですけど、そういう文言が

入っているといいと思っています。というのが 1 点と。 



 

あと些細なことなのですが、今の市民に少しこうアピールする、そういう

文言が入っているといいなと思ってですね。12 頁に、現代があります。現代

につくば市が合併してできます。この合併してできたつくば市というのが、

私の恩師である岩崎先生が、常におっしゃっていたのが、偶然にもというこ

となのですが、古代の筑波の国が所在地をほぼ含む形で、つくば市ができ上

がったというようなことを仰っているのです。これは歴史的な意味として、

その範囲にずっと繋がってきたということは言えないのですが、今のつくば

市という範囲が、そのような認識を持たれているというのが、一言入ってい

ると古代と今が繋がるのではないかと思いますので、この辺にちょっと書い

ていただけるといいかなと思いますが。 

他にございますでしょうか。では、まだ変更可能ということなので最後に

その他何でも出していただいても構わないと思いますので、むしろ、重要な

第３章の変更点について、事務局の方からお願いいたします。 

 

（事務局：資料に基づき、第３章を説明。） 

座長：この第３章に書くべきことが、なかなか共通理解が難しいところですけ

ども、ほかの例にも詳しい、調査官や県の方にお聞きした方がいいかなと思

うのですけど。調査官、こういう書き方でよろしいのでしょうか。 

文化庁調査官：こちらで立てた章立ての説明が足りなくて、色々な所で混乱を

生じているところがあって、申し訳ありません。そもそもこの本質的価値と

いうのが嫌いだっていう先生もおられて、価値というのは当然その史跡の上

でいろんな価値があるわけです。例えば史跡には、個人の方がお住まいの家

とかあるのですけど、他の史跡ではですね。史跡にとっては価値がないので

すけども、住んでおられる方は当然お宅なので価値がある。その史跡にとっ

ての価値っていうのをこう書いてもらうという意味で、ここで価値と言って

いますのは史跡そのものの価値のことを申しているつもりでして、その後、



 

研究ですとか発掘調査が進んだりして、いろいろもっとわかることがあると

思うのですが、そういうのを出してもらうということになります。 

ですから、第２節の 31 頁の新たな価値評価の明示というところの２・３・

４というのは、何というか副次的なというとらえ方になるかと思っておりま

すのと、それから 32 頁の本質的価値の中に、整備により得られたものが書い

てあるのですが、これは本質的というのではなく、これもこっちの章立てが

よくないのですが、本質的価値を補完するというか、補う要素として立体復

元建物を入れてもらって、価値というふうに復元建物を入れてしまうと、変

なことを言うと地下遺跡を壊してでも建てていいという理屈になる。必ず守

るものというのが本質的価値にとらえていますので、地下に遺跡があってそ

れを守った上で復元建物を建てるので、どうしても保護のレベルではランク

が下がるというふうに考えております。 

それと、その指定地以外のところを入れるか入れないかと仰っていました

が、難しいところでありまして。最近ですと、正倉他の遺跡ですと、郡庁だ

ったりとかお寺だったりとかも合わせて指定している方が多く、ここで言う

30 頁の３とか、４になるのですけど。ここは、そういうことじゃないので、

今後どういう形で、より広く保護していくかっていうのを、後の方に入れる

ということであれば、本質的価値に入れていいのではないかと思っています。

以上です。 

座長：ありがとうございます。そうすると 32 頁のところが一番分かり易いかと

思うのですけど、本質的価値を構成する諸要素の中、地形と発掘調査により

得られたものはそこに入るけれども、整備により得られたたものについては、

むしろ２番に補完的な意味を持つものとして入れる。ということでよろしい

でしょうか。そうするとそちらの方に入れ込んでいただいて書き直すのが、

本来的かと思います。 

それから、指定地の周辺もどれだけ入れるかについてですけど、考古学を



 

やっていますと非常にこう悩ましいところで、やはり遺跡の背後のコンテク

ストを読み込もうとすると、周辺との関係をどうしても読まなきゃいけない

ということもありますので、私はこういうものを上げるというのは、むしろ

本来的な学術的なあり方と思うのですけれども。一方で、先ほどの話だと、

今後の、保護の方針に少し関わるのかなと。 

この辺りについては、事務局では何か考えていることはあるのでしょうか。 

事務局：保護の方針というのも、この中で周辺について触れている部分がある

のですが、誰かに了解をもらって決定したものではありませんが、最低限、

郡衙に関わるもの、後は廃寺については指定候補になってくるかと思います。

少なくとも、平沢官衙遺跡の南の向かいの台地の上で、中台廃寺という、寺

院があるのは分かっています。範囲は分かっていないですが、そういうもの

を指定にしますと断言してしまうと地権者さんの話もありますので書き方を

気をつけなければいけないと思います。けれども、昔、郡寺といっていた氏

族の氏寺、郡庁、あと館ですとか含めて官衙に関わるものというのは、指定

候補になってくる。平沢官衙遺跡と直接結びつく要素があると思います。平

沢古墳群や中台古墳群を、直接的にそこに含めていいかわかりませんけれど

も、その周辺で密接に関係するものだとは思っています。 

すでに、平沢古墳群の中では市指定になっているものがございますし、あ

と日向廃寺跡、時代は大分下りますけれども、平安末の常陸平氏関係の寺院

も市指定になっていますので、ここに挙げているものが、指定して保護して

いくべきものにかなり近いのかなと思っています。以上です。 

座長：茨城県内でも他の市町村も同じような悩みを抱えているのではないかと

思いますが、何か茨城県の方で事例等を把握されておりますか。指定されて

いないものを、あらかじめどこまで守っていくかっていうのを計画に入れて

いる事例という。 

県職員：前回の話の時に、14 頁のこちらの図を参考にして、その指定の範囲に



 

ついて、どこまで入れるかというお話があったと思います。それで今回精選

をして、このような形で 1 回上がってきているということなのですが。やは

り他の事例で見ていますと、その史跡単体で扱っているケースが多いですね。

ここまで大きく広げているケースというのは、ちょっと茨城県ではそんなに

見られないかなと。先ほど調査官からもお話がありましたが、例えば金田官

衙遺跡だったら、廃寺とかも一体で史跡になっていますので、そこと平沢官

衙とでは少し違いがあるので、今後の、中台遺跡、中台地区での、調査の予

定も考慮して入れていくのがよろしいのかなと思うのですが。 

座長：今の点について、座員の皆様、何かご御意見ございますでしょうか。 

座員：その後の方の最終的な活用の方、あるいは整備の方の中・長期な計画で、

追加指定を検討しているというふうに書いてあるところと、どう整合性を付

けるかというところだと思うのですけれども。特にＣ地区、後で出るＣ地区

の辺りは、特に明示した範囲というより望見できる範囲で、かなり広いとこ

ろを取ってぼやかして書いていると思うのですけれども、そういったところ、

前に価値づけがなされていないところをこの本報告書の中で、要は後ろの方

で追加指定という話が出てくると、そこで齟齬が出てくると思うのでその整

合性を取っておいたほうがいいのかなと。 

座長：そうすると、追加指定を見越しているということを考える時には、前の

方に、本質的価値の中にも何か触れた方がいい、ということになりますでし

ょうか。 

座員：先生のおっしゃった話と同じで、私も複合的にはとらえておいて、むし

ろここの遺跡との関連性で、この価値を補完するというような書き方でもい

いと思うので、関連性をもう少し平沢官衙との関係を深めて書くというのは

あり得るのではないかなと。 

座長：ありがとうございます。他に御意見ありますでしょうか。調査官お願い

します。 



 

文化庁調査官：幾つも箇条書きにして挙げていられる中で気になりましたのは、

例えばガイドの方とか地元の方が、お客さんを案内しようとする時に、これ

を基に１番の霊峰筑波山の山ろくに構える古代筑波郡衙っていうのは、ここ

にしかないことでいいかなと思っているのですが、次の郡衙正倉の実態と変

遷がわかりやすく明示的だっていうこととか、あと国造と郡司の関係を知る

ことができるとか、あと周辺地域の関係を知ることができるとかというのは、

なかなかこう、ピンとこないと思うのですね。例えば、今２番だと、この下

の文章読むと、何とか分かるのですが、建物のほとんどが建て替えになるの

ですね。ドラスティックに建て替えられるのですかね。 

そういうのがすごいのだとか。何かこう、来た方がそうなんだと思ってい

ただけるような言葉にできないかというのを、これ先生方にもご意見いただ

ければなというふうに思うんです。 

座長：特徴を的確に説明できるかどうかということですね、大変難しい課題。

そうするとちょっと、今日だけではとてもブラッシュアップできないと思う

のですけれども。はい。お願いします。 

座員：多分この郡衙の話、正倉の話で言えば、いわゆる整然とした柱配置です

とか、整然とした建物配置とか、計画的な建物配置だというのはよく使われ

る言葉じゃないかなと思いますね。もう一つが、同じ場所で建て替えられて

使い続けられたとか、そういうような言葉というのは、場所の継続性とか場

所の継承みたいな言い方で、建築の世界で時々使うようなことです。 

ちょっといい言葉がブラッシュアップした言葉は出ませんけれどもこうい

った観点から書いていただければと。 

座長：ありがとうございます。御意見ございますでしょうか。事務局からお願

いします。 

事務局：すいません。２番、今後第一節の２番については、規則的な配置とい

う部分と、平沢官衙遺跡は、郡衙の正倉としては全面調査して、それで配置



 

なんかがかなり分かっているということも、ほかの正倉と比べた時に、価値

になるのかなと。調査したおかげでその変遷が分かったっていうのはあるの

ですけども。 

二つのことがちょっと混ざっているような形にはなっています。この場合

調査して郡衙の建て増しの様子が分かったということが、単純に言えばそう

いうことかと思うのですが。それが本質的な価値の中に入れるべきなのか。

新たに、調査の段階で分かったことですから、ここに入れて、行くことかと

思うのですが、分けて書いたほうが分かりやすいのか、それとも、別の形で

入れたほうがいいのか。お伺いできればと思います。 

座長：なかなかすぐにアイディアはないですけども、悩むのであればここの文

章をむしろ箇条書きにするというのもあり得るのかなと思うのですが。文章

で全部つなげると非常に細かいニュアンスを正確に表現しなければならない

のですが、特徴をパンパンと出してあげる方がむしろいいのかなという気も

するのですけども。先程の、全部調査しているというのはもう全体像がわ分

かっているとかですね。そんな形で、一言で。１回書いてみるのはいかがで

しょうか。 

事務局：１番の中、２番の中を、箇条書きでこう出していくということですね。

よりキャッチーな感じ。それでちょっともう 1 回書き直してみます。 

座員：すいませんちょっと学術的なところの確認で、３頁の第２節の１のとこ

ろで、郡庁等が分散的に配置されるというふうに、結構明示的に書かれてい

るのですが。これ遺構などは特に確認されてないと思うのですが、ここまで

言い切っちゃって大丈夫ですか。 

事務局：これは少なくとも平沢官衙の台地上に、郡庁に当たるものがないと。

だから台地を変えて、向かいの台地か、山裾の方の平坦なところか。郡庁を

考えるとしたらどちらかしかないという、そういう意味合いになってきます。 

座員：郡庁等が分散的に配置されるという表現は、何か郡庁が分散しているよ
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